
 
 
 
 
 
 
 

年金記録訂正請求に係る答申について 
東海北陸地方年金記録訂正審議会 

平成２８年１０月２５日答申分 

 

 

  ○答申の概要 

    （１）年金記録の訂正の必要があるとするもの   １１件 

         国 民 年 金 関 係      ２件 

         厚生年金保険関係      ９件 

    （２）年金記録の訂正を不要としたもの         ５件 

         国 民 年 金 関 係      ２件 

         厚生年金保険関係      ３件 



厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 1600217 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（国）第 1600034 号 

 

第１ 結論 

   請求期間のうち、平成７年３月については、国民年金保険料を納付した期間に

訂正することが必要である。 

その余の請求期間については、国民年金保険料を納付した期間に訂正すること

を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

    住 所 ：  

               

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 昭和 51 年＊月から昭和 53 年２月まで 

              ② 昭和 54 年１月から昭和 59 年 12 月まで 

              ③ 平成７年３月から平成８年３月まで 

    私は、昭和 51 年＊月頃にＡ市Ｂ区役所で国民年金の加入手続を行い、請求期

間①の保険料については、同区役所で納付していた。請求期間②の保険料につ

いては、初めの頃は納付しておらず、自宅にＡ市Ｃ区役所の職員が来て、保険

料を納付するよう勧奨されたため、同区役所で約１年分の保険料を遡って納付

し、その後は、１年分納付したり、納付書が送付されてきて納付したりしたこ

ともある。請求期間③の保険料については、納付書が送付されてきてから数日

後に旅先で訪れたＤ市内にあった郵便局で 18 万円ぐらいをまとめて納付した。

請求期間について、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

   請求者に係る国民年金の加入手続及び被保険者資格の取得状況については、被

保険者台帳管理簿及びオンライン記録における請求者の国民年金手帳記号番号

前後の任意加入被保険者の資格取得状況から、請求者の国民年金手帳記号番号は、

昭和 51 年＊月頃に払い出されたものと推認されるため、この頃に加入手続が行

われ、その際に、請求者が 20 歳に到達した昭和 51 年＊月（平成 22 年１月に厚

生年金保険被保険者資格を喪失した昭和 51 年＊月へ変更）に被保険者資格を取

得する事務処理が行われたものとみられる。請求期間①、②及び③の保険料につ

いては、オンライン記録によると、請求期間①のうち、昭和 51 年＊月から昭和

52 年３月までは未納、昭和 52 年４月から昭和 53 年２月までは免除、請求期間②

のうち、昭和 54 年１月から同年３月までは免除、昭和 54 年４月から昭和 59 年



   

12 月までは未納、請求期間③は免除として納付記録が管理されている。請求者は、

これら請求期間の保険料を請求内容のとおり、全て納付していたとして年金記録

の訂正を求めている。 

   請求者は、上述の加入手続以降、平成 15 年３月に厚生年金保険被保険者資格を

取得するまで、国民年金に加入しており、転居の際、その住所地で、国民年金の

住所変更手続を適切に行い、保険料の免除申請を行わなければ、請求期間①から

③までの保険料を納付することが可能であった。 

   また、請求期間③のうち、平成７年３月については、請求者が請求期間後に居

住しているＥ町（現在は、Ｆ市）の国民年金被保険者名簿において、保険料が納

付されていたとする記載が確認でき、この記載内容について、Ｆ市は、当該月の

保険料は、納付済みであると考えられる旨の回答をしている。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、請求者は、請求期間③のうち、平

成７年３月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 

   一方、請求期間①及び②について、請求者は、請求期間①及び②の保険料納付

に係る納付時期、納付回数、納付対象期間及び納付金額に関する記憶は必ずしも

明確ではなく、当該期間における具体的な保険料納付状況の詳細は不明である。 

   また、請求期間②について、請求者が当該期間の保険料を納付する契機となっ

たとしているＣ区役所の職員による訪問に関し、Ａ市は、文書の保存期間が経過

し、既に廃棄済みであるため不明である旨の回答をしていることから、同区の職

員による訪問時の状況等をうかがい知ることはできない。 

   さらに、請求期間②について、請求者は、昭和 54 年１月頃からＣ区に居住し、

国民年金の住所変更手続を行った上で当該期間の保険料を同区で納付していた

とするものの、ⅰ）請求者に係る国民年金被保険者台帳において確認できる住所

地は、Ｂ区のみでＣ区の住所地の記載がないこと、ⅱ）Ｂ区の国民年金保険料収

滞納一覧表（２）（昭和 59 年５月に作成した帳票）には、請求者の記録等が引

き続き記載されているため、請求者は、この作成時点においてＣ区ではなくＢ区

において継続して被保険者として取り扱われていたものとみられること、ⅲ）請

求者が所持する年金手帳を見ると、Ｃ区の住所地の記載は確認できず、Ｂ区の次

に記載されている住所地は昭和 61 年６月に転居したとするＧ区の住所地である

ことを考え合わせると、請求者がＣ区において、国民年金の住所変更手続を行っ

ていたとする事情はうかがえず、請求者が納付していたとする保険料が請求期間

②の保険料であったと推認するまでの事情を見いだすことはできない。 

   加えて、請求期間①及び②並びに請求期間③のうち、平成７年４月から平成８

年３月までの期間の保険料について、国民年金被保険者台帳、国民年金保険料収

滞納一覧表（２）又はＥ町の国民年金被保険者名簿によると、当該期間の保険料

については、オンライン記録と同様、免除又は未納とされており、保険料が納付

されていた形跡は見当たらないほか、紙台帳検索システムによると、請求者が居

住したこと又は住所地が存在したことがあるＡ市（Ｈ区、Ｃ区、Ｉ区、Ｇ区）、

Ｊ町、Ｋ市において、当該期間の保険料が納付されていた形跡もうかがえない。 

   なお、請求期間③のうち、平成７年４月から平成８年３月までについて、請求



   

者は、納付書が届いてから数日後にまとめて納付した覚えがある旨陳述している

ところ、オンライン記録によると、納付時期は不明であるものの、請求期間③直

前の保険料は、過年度保険料として遡って納付されており、請求期間③直後の保

険料は、前納保険料としてまとめて納付されていることが確認できる。これらを

踏まえると、請求者は、請求期間③前後の納付されている保険料について、それ

が請求期間③のうち、平成７年４月から平成８年３月までの保険料の納付であっ

たと取り違えている可能性も否定できない。 

   このほか、請求者に対して別の国民年金手帳記号番号が払い出されていた形跡

は見当たらず、請求者が請求期間①及び②並びに請求期間③のうち、平成７年４

月から平成８年３月までの期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（確

定申告書、家計簿等）はなく、当該期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

   これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、請求者が請求期間①及び②並びに請求期間③のうち、平成７年４月から平成

８年３月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはでき

ない。    



 

 

厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 1600254 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（国）第 1600035 号 

 

第１ 結論 

   平成４年 12 月及び平成５年３月の請求期間については、国民年金保険料を納付し

た期間に訂正することが必要である。 

    

第２ 請求の要旨等 

 １ 請求者の氏名等 

   氏 名 ： 女 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

   住 所 ：  

 

 ２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： ① 平成４年 12 月 

② 平成５年３月 

私は、平成４年 12月に勤務先を退職したため、Ａ市Ｂ区から実家があるＣ町（現

在は、Ｄ市）に住民票の住所地を変更し、同時に国民年金の住所変更も行った。ど

の期間の保険料をどのように納付したかまでは定かではないが、同町役場の職員が

自宅に来て、保険料を納付するように言われた覚えもあり、必ず全部納付した覚え

がある。 

請求期間①及び②について、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

   請求期間①及び②はいずれも１か月と短期間であり、請求者は、国民年金加入期間

において、請求期間①及び②を除き保険料を全て納付しているため、保険料の納付意

識が高かったことがうかがわれる。 

   また、国民年金手帳記号番号払出簿及びオンライン記録によると、請求者の国民年

金手帳記号番号は、平成３年 12 月頃に払い出されたものと推認され、請求者に対し

別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらないことから、請求者の国

民年金の加入手続は、この頃に初めて行われ、その際に、平成２年＊月（20 歳到達時）

まで遡って被保険者資格を取得する事務処理が行われたものとみられる。以後、請求

者は、請求期間①及び②において継続して国民年金の被保険者であり、当該期間の保

険料を現年度保険料又は過年度保険料として納付することが可能であった。 

   さらに、Ｃ町の国民年金被保険者名簿によると、請求期間①の保険料については、

納付済みと記録されている。 

   加えて、請求期間①及び②の直前直後の保険料は、オンライン記録において、いず

れも納付済みとされていることを踏まえると、納付意識の高かった請求者がいずれも

短期間である請求期間①及び②の保険料を納付していたと考えても不自然ではない。 



   

その他の事情を含めて総合的に判断すると、請求者は、請求期間の国民年金保険料

を納付していたものと認められる。 



 

 

   

                             

                                          

厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 1600338 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（厚）第 1600173 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社（現在は、Ｂ社）における平成 15年７月８日の標準賞与額に係る

記録を 61万 5,000 円とすることが必要である。 

平成 15 年７月８日の標準賞与額については、保険給付の計算の基礎となる標準

賞与額として記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 女 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

   住    所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ：  平成 15 年７月８日 

請求期間について、Ａ社から賞与が支給されていたにもかかわらず、年金記

録には当該賞与の記録がない。調査して年金記録を訂正し、年金額に反映して

ほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者から提出された預金通帳及びＢ社から提出された賞与台帳により、請求

者が請求期間にＡ社から標準賞与額61万 5,000円に見合う賞与（61万 5,000円）

を支給されていたことが確認できる。 

また、オンライン記録によると、事業主は請求者について、厚生年金保険法第

81 条の２の規定に基づく育児休業期間中（平成 15 年＊月＊日から平成 16 年＊月

＊日まで）に係る厚生年金保険料の徴収免除の申出を行ったことが確認できる。 

さらに、当該規定には、育児休業をしている被保険者を使用している事業所の

事業主が、社会保険事務所（当時）に申出をしたときは、当該被保険者に係る保

険料であって、その申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌

日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行わない旨定められている。 

したがって、請求期間に係る標準賞与額については、上述の賞与台帳で確認で

きる賞与額から、61 万 5,000 円とすることが必要である。 



 

 

   

                             

                                          

厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 1600298 号  

厚生局事案番号 ： 東海北陸（厚）第 1600174 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ社（現在は、Ｂ社）における平成 16年７月８日の標準賞与額に係る

記録を 26万 1,000 円とすることが必要である。 

平成 16 年７月８日の標準賞与額については、保険給付の計算の基礎となる標準

賞与額として記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 女 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

   住    所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ：  平成 16 年７月８日 

請求期間について、Ａ社から賞与が支給されていたにもかかわらず、年金記

録には当該賞与の記録がない。調査して年金記録を訂正し、年金額に反映して

ほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者から提出された賞与明細書及び普通預金通帳並びにＢ社から提出された

賞与台帳（以下「明細書等」という。）により、請求者が請求期間にＡ社から標準

賞与額 26 万 1,000 円に見合う賞与（26 万 1,900 円）を支給されていたことが確

認できる。 

また、オンライン記録によると、事業主は請求者について、厚生年金保険法第

81 条の２の規定に基づく育児休業期間中（平成 15 年＊月＊日から平成 16 年＊月

＊日まで）に係る厚生年金保険料の徴収免除の申出を行ったことが確認できる。 

さらに、当該規定には、育児休業をしている被保険者を使用している事業所の

事業主が、社会保険事務所（当時）に申出をしたときは、当該被保険者に係る保

険料であって、その申出をした日の属する月からその育児休業が終了する日の翌

日が属する月の前月までの期間に係る保険料の徴収は行わない旨定められている。 

したがって、請求期間に係る標準賞与額については、上述の明細書等で確認で

きる賞与額から、26 万 1,000 円とすることが必要である。 



 

 

 

厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 1600310 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（厚）第 1600175 号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ社における平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額を 60 万円に訂正する

ことが必要である。 

平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び

保険料の納付の特例等に関する法律第１条第５項の規定により、保険給付の計算

の基礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 

事業主が請求者に係る平成 17 年 12 月 15 日の標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 平成 17 年 12 月 

請求期間にＡ社より賞与が支払われていたが、厚生年金保険の標準賞与額の

記録がないので、年金額に反映するように記録してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求期間について、請求者が所持する預金通帳、同僚から提出された給与支給

明細書（平成 17 年 12 月分賞与）及び平成 24 年９月にＡ社から年金事務所に提

出された複数の同僚の平成 17 年 12 月分賞与の支給控除項目一覧表から判断する

と、請求者は、当該期間に賞与が支払われ、当該賞与から厚生年金保険料を事業

主により控除されていたことが認められる。 

また、請求期間の標準賞与額については、上述の預金通帳、給与支給明細書及

び支給控除項目一覧表により推認できる厚生年金保険料控除額から、60 万円とす

ることが必要である。 

さらに、請求期間に係る賞与の支払日については、上述の預金通帳に記載され

ている振込日から、平成 17 年 12 月 15 日とすることが必要である。 

なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主は、請求期間に係る請求者の厚生年金保険被保険者賞与支払

届を社会保険事務所（当時）に対して提出したか否か、また、厚生年金保険料を

納付したか否かについては不明と回答しているところ、これを確認できる関連資



 

 

料及び周辺事情がないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が

請求どおりの厚生年金保険被保険者の賞与額に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情がないこ

とから、行ったとは認められない。 

 



 

厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 1600316 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（厚）第 1600176 号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ社における平成 22 年７月９日の標準賞与額を 26 万 4,000 円に訂正

することが必要である。 

   平成 22 年７月９日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基

礎となる標準賞与額として記録することが必要である。 

事業主は、請求者に係る平成 22 年７月９日の標準賞与額に基づく厚生年金保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 54 年生 

    住 所 ：  

 

 

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 平成 22 年７月９日 

    請求期間に賞与が支給され、厚生年金保険料が控除されていたにもかかわら

ず、厚生年金保険の記録がない。当該賞与を年金額に反映されるように記録し

てほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求期間について、請求者から提出された賞与支給明細書及びＡ社の関連会社

であるＢ社から提出された賞与支給控除一覧表並びにＡ社及びＢ社の社会保険

事務担当者の陳述から判断して、請求者は、当該期間において、Ａ社から賞与が

支給され、厚生年金保険料を事業主により当該賞与から控除されていたことが認

められる。 

また、請求期間に係る標準賞与額については、上述の賞与支給明細書及び賞与

支給控除一覧表により確認できる賞与額及び厚生年金保険料控除額から、26 万

4,000 円とすることが妥当である。 

なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主は、平成 22 年７月９日の賞与について請求者の厚生年金保

険被保険者賞与支払届を年金事務所に対し提出しておらず、厚生年金保険料につ

いても納付していないことを認めていることから、年金事務所は、請求者の当該

 



期間に係る厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該

期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 



 
厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 1600294 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（厚）第 1600177 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ事業所における標準賞与額を平成 15 年８月 11 日は５万円、平成 15

年 12 月 29 日は 10 万円、平成 16 年８月 11 日は 14 万 6,000 円、平成 16 年 12 月

29 日は 13 万 5,000 円に訂正することが必要である。 

平成 15 年８月 11 日、平成 15 年 12 月 29 日、平成 16 年８月 11 日及び平成 16

年 12 月 29 日の標準賞与額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納

付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例法」という。）第１条第５項の規定

により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要であ

る。 

事業主が請求者に係る平成 15 年８月 11 日、平成 15 年 12 月 29 日、平成 16 年

８月 11 日及び平成 16 年 12 月 29 日の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 女 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 49 年生 

   住    所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： ① 平成15年８月 

            ② 平成15年12月 

            ③ 平成16年８月 

            ④ 平成16年12月 

   Ａ事業所から賞与が支給されていたが、請求期間①から④までの標準賞与額

の記録がないので、年金額に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求者から提出された給料支払明細書により、請求者は、平成 15 年夏、平成

15 年冬、平成 16 年夏及び平成 16 年冬に事業主から５万円、10 万円、14 万 6,000

円及び 13 万 5,000 円の標準賞与額に相当する賞与が支給され、５万円、10 万円、

16 万円及び 15 万 6,000 円の標準賞与額に見合う厚生年金保険料を事業主により

当該賞与から控除されていたことが確認できる。 

ただし、厚生年金特例法に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年



金保険料額又は請求者の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であるこ

とから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、請求者の請求期間に係る標準賞与額については、給料支払明細書

において確認できる賞与額又は厚生年金保険料控除額から、請求期間①は５万円、

請求期間②は 10 万円、請求期間③は 14 万 6,000 円、請求期間④は 13 万 5,000 円

とすることが妥当である。 

また、請求期間①から④までに係る賞与の支給日については、事業主及び同僚

の陳述並びに請求者の預金通帳の振込日から、請求期間①は平成15年８月11日、

請求期間②は平成 15 年 12 月 29 日、請求期間③は平成 16 年８月 11 日、請求期間

④は平成 16 年 12 月 29 日とすることが妥当である。 

なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主は、請求期間①から④までに係る請求者の厚生年金保険被保

険者賞与支払届を社会保険事務所（当時）に対し提出したか否か、また、厚生年

金保険料を納付したか否かについては不明と陳述しているところ、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情はないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が

請求どおりの厚生年金保険被保険者の賞与額に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情がないこと

から、行ったとは認められない。 



 
厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 1600314 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（厚）第 1600178 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ事業所における標準賞与額を平成 17 年８月 11 日は 24 万円、平成

17 年 12 月 29 日は 37 万円に訂正することが必要である。 

平成 17 年８月 11 日及び平成 17 年 12 月 29 日の標準賞与額については、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚生年金特例

法」という。）第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与

額として記録することが必要である。 

事業主が請求者に係る平成 17 年８月 11 日及び平成 17 年 12 月 29 日の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、明ら

かでないと認められる。 

その余の請求期間については、厚生年金保険被保険者記録の訂正を認めること

はできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 女 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 55 年生 

   住    所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： ① 平成17年８月 

            ② 平成17年12月 

            ③ 平成18年８月 

            ④ 平成18年12月 

   Ａ事業所から賞与が支給されていたが、請求期間①から④までの標準賞与額

の記録がないので、年金額に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求期間①及び②について、事業所から提出された賃金台帳により、請求者は、

平成 17 年夏及び平成 17 年冬に事業主から 25 万 1,000 円及び 37 万円の標準賞与

額に相当する賞与が支給され、24 万円及び 37 万円の標準賞与額に見合う厚生年

金保険料を事業主により当該賞与から控除されていたことが確認できる。 

ただし、厚生年金特例法に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年

金保険料額又は請求者の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であるこ



とから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、請求者の請求期間①及び②に係る標準賞与額については、上述の

賃金台帳において確認できる賞与額又は厚生年金保険料控除額から、請求期間①

は 24 万円、請求期間②は 37 万円とすることが妥当である。 

また、請求期間①及び②に係る賞与の支給日については、事業主及び同僚の陳

述から、請求期間①は平成 17 年８月 11 日、請求期間②は平成 17 年 12 月 29 日と

することが妥当である。 

なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主は、請求期間①及び②に係る請求者の厚生年金保険被保険者

賞与支払届を社会保険事務所（当時）に対し提出したか否か、また、厚生年金保

険料を納付したか否かについては不明と陳述しているところ、これを確認できる

関連資料及び周辺事情はないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が

請求どおりの厚生年金保険被保険者の賞与額に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情がないこと

から、行ったとは認められない。 

一方、請求期間③及び④について、請求者は、当該賞与に関しては現金手渡し

で支給され、給料支払明細書も保管していない旨陳述しているほか、事業主は当

時の帳簿等を保管していない旨陳述していることから、当該期間における賞与額

及び厚生年金保険料控除額について確認することができない。 

このほか、請求者の請求期間③及び④における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情はない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求

者が厚生年金保険被保険者として請求期間③及び④に係る厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことを認めることはできない。 



厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 1600224 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（厚）第 1600179 号 

 

第１ 結論 

訂正請求記録の対象者のＡ社Ｂ工場（現在は、Ｃ社）における労働者年金保険

の資格喪失年月日（昭和 18 年５月 21 日）及び厚生年金保険の資格取得年月日（昭

和 19 年６月１日）を取り消し、昭和 18 年５月から昭和 19 年５月までの標準報酬

月額を１万円とすることが必要である。 

昭和 18 年５月 21 日から昭和 19 年６月１日までの期間については、厚生年金保

険法第 75 条ただし書の規定により、保険給付の計算の基礎となる被保険者期間と

して記録することが必要である。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

氏名（続柄） ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

  住    所 ：  

 

２ 被保険者等の氏名等 

氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 大正３年生 

 

３ 請求内容の要旨 

  請 求 期 間 ： 昭和 18 年５月 21 日から昭和 19 年６月１日まで 

  昭和３年にＡ社(当時)入社、同社の後継会社であるＤ社を昭和 47 年 6 月 20

日退社し、請求期間の頃はＢ工場で働いていた。労働者年金保険法施行当初か

ら加入しており、請求期間について記録が中断していることには納得できない。

継続勤務していたことは確かなので、年金記録を訂正し年金額に反映してほし

い。 

 

第３ 判断の理由 

Ｃ社から提出された人事記録表及び複数の同僚の陳述により、訂正請求記録の

対象者は、請求期間においてＡ社Ｂ工場で工員として継続勤務していたことが認

められる。 

一方、Ａ社Ｂ工場に係る厚生年金保険被保険者名簿（以下「被保険者名簿」と

いう。）は複数回の書き換えが行われているところ、ⅰ）訂正請求記録の対象者及

び複数の同僚の記録は、請求期間前の被保険者名簿においては、厚生年金保険被

保険者資格の喪失年月日が昭和18年５月21日と記載されているにもかかわらず、



同年６月１日の標準報酬等級が記載されている。また、請求期間後の被保険者名

簿においては、同社における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日（昭和 19

年６月１日）は、二重線で抹消された後、同じ日付が用いられている上、健康保

険記号番号は資格喪失前と同じ記号番号である。ⅱ）請求期間当時の他の同僚に

ついても、被保険者名簿、オンライン記録及び厚生年金保険被保険者台帳の記録

が一致しない者が散見される。 

また、日本年金機構Ｅ事務センターは、ⅰ）上述の被保険者名簿を書き換え、

集約した時期については不明であり、従前の被保険者名簿については廃棄してい

る可能性もある。ⅱ）健康保険の被保険者資格を喪失した後に同じ健康保険記号

で被保険者資格を再度取得した場合は、健康保険番号が変わるものであり、当該

番号が同じであれば、健康保険の被保険者資格は継続していると判断できる旨回

答していることを踏まえると、請求期間におけるＡ社Ｂ工場に係る保険出張所（当

時）の年金記録の管理が適切に行われていなかったことがうかがえる。 

これらを総合的に判断すると、訂正請求記録の対象者は、請求期間において労

働者年金保険の被保険者であったと認められる。 

また、請求期間の標準報酬月額については、厚生年金保険法及び船員保険法の

一部を改正する法律（昭和 44 年法律第 78 号）附則第３条の規定により、１万円

とすることが妥当である。 



 
厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 1600262 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（厚）第 1600180 号 

 

第１ 結論 

請求者のＡ事業所における標準賞与額を平成 15 年 12 月 29 日は 10 万円、平成

16 年８月 11 日は 24 万円、平成 16 年 12 月 29 日は 23 万 4,000 円、平成 17 年８

月 11 日は 41 万円、平成 17 年 12 月 29 日は 60 万円、平成 18 年８月 11 日は 37

万 8,000 円に訂正することが必要である。 

平成 15 年 12 月 29 日、平成 16 年８月 11 日、平成 16 年 12 月 29 日、平成 17

年８月 11 日、平成 17 年 12 月 29 日及び平成 18 年８月 11 日の標準賞与額につい

ては、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「厚

生年金特例法」という。）第１条第５項の規定により、保険給付の計算の基礎と

なる標準賞与額として記録することが必要である。 

事業主が請求者に係る平成 15 年 12 月 29 日、平成 16 年８月 11 日、平成 16 年

12 月 29 日、平成 17 年８月 11 日、平成 17 年 12 月 29 日及び平成 18 年８月 11 日

の標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、明らかでないと認められる。 

その余の請求期間については、厚生年金保険被保険者記録の訂正を認めること

はできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 男 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

   住    所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： ① 平成 15 年８月 

            ② 平成 15 年 12 月 

            ③ 平成 16 年８月 

            ④ 平成 16 年 12 月 

            ⑤ 平成 17 年８月 

            ⑥ 平成 17 年 12 月 

            ⑦ 平成 18 年８月 

            ⑧ 平成 18 年 12 月 

   Ａ事業所から賞与が支給されていたが、請求期間①から⑧までの標準賞与額

の記録がないので、年金額に反映されるよう記録を訂正してほしい。 

 



第３ 判断の理由 

請求期間②から⑦までについて、事業所から提出された賃金台帳、確定保険料

算定基礎賃金集計票、請求者及び複数の同僚から提出された給料支払明細書（以

下「賃金台帳等」という。）により、請求者は、平成 15 年冬、平成 16 年夏、平

成 16 年冬、平成 17 年夏、平成 17 年冬及び平成 18 年夏に事業主から 10 万円、

24 万 6,000 円、25 万 7,000 円、41 万 9,000 円、60 万円及び 37 万 8,000 円の標

準賞与額に相当する賞与が支給され、平成 15 年冬は 10 万円、平成 16 年夏は 24

万円、平成 16 年冬は 23 万 4,000 円、平成 17 年夏は 41 万円、平成 17 年冬は 60

万円、平成 18 年夏は 37 万 8,000 円の標準賞与額に見合う厚生年金保険料を事業

主により当該賞与から控除されていたことが確認又は推認できる。 

ただし、厚生年金特例法に基づき標準賞与額を決定し、これに基づき記録の訂

正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる厚生年

金保険料額又は請求者の賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内である

ことから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、請求者の請求期間②から⑦までに係る標準賞与額については、上

述の賃金台帳等において確認又は推認できる賞与額又は厚生年金保険料控除額

から、請求期間②は 10 万円、請求期間③は 24 万円、請求期間④は 23 万 4,000

円、請求期間⑤は 41 万円、請求期間⑥は 60 万円、請求期間⑦は 37 万 8,000 円

とすることが妥当である。 

また、請求期間②から⑦までに係る賞与の支給日については、事業主及び同僚

の陳述並びに請求者の預金通帳の振込日から、請求期間②は平成 15 年 12 月 29

日、請求期間③は平成 16 年８月 11 日、請求期間④は平成 16 年 12 月 29 日、請

求期間⑤は平成 17 年８月 11 日、請求期間⑥は平成 17 年 12 月 29 日、請求期間

⑦は平成 18 年８月 11 日とすることが妥当である。 

なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主は、請求期間②から⑦までに係る請求者の厚生年金保険被保

険者賞与支払届を社会保険事務所（当時）に対し提出したか否か、また、厚生年

金保険料を納付したか否かについては不明と陳述しているところ、これを確認で

きる関連資料及び周辺事情はないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が

請求どおりの厚生年金保険被保険者の賞与額に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情がないこ

とから、行ったとは認められない。 

一方、請求期間①及び⑧について、請求者は、当該賞与に関しては現金手渡し

で支給され、給料支払明細書も保管していない旨陳述しているほか、事業主は当

時の帳簿等を保管していない旨陳述していることから、当該期間における賞与額

及び厚生年金保険料控除額について確認することができない。 

このほか、請求者の請求期間①及び⑧における厚生年金保険料の控除について

確認できる関連資料及び周辺事情はない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求



者が厚生年金保険被保険者として請求期間①及び⑧に係る厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 1600301 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（厚）第 1600182 号 

 

第１ 結論 

   請求者のＡ社における平成17年 12月 16日及び平成18年８月11日の標準賞与

額を 14 万 5,000 円に訂正することが必要である。 

   平成 17 年 12 月 16 日及び平成 18 年８月 11 日の標準賞与額については、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第１条第５項の規定

により、保険給付の計算の基礎となる標準賞与額として記録することが必要であ

る。 

事業主が請求者に係る平成 17 年 12 月 16 日及び平成 18 年８月 11 日の標準賞

与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否かについては、明ら

かでないと認められる。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 62 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 平成 17 年 12 月 16 日 

② 平成 18 年８月 11 日 

    Ａ社に勤務した期間において、賞与の支払を受けたが厚生年金保険の賞与記

録がない。標準賞与額の記録を訂正し、年金額に反映してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求期間について、請求者から提出された給与明細書（賞与）及びＡ社の関連

会社であるＢ社から提出された賃金台帳並びにＢ社の社会保険事務担当者の陳

述から判断して、請求者は、各請求期間において、Ａ社から 14 万 5,000 円の標

準賞与額に相当する賞与の支払を受け、当該標準賞与額に見合う厚生年金保険料

を事業主により当該賞与から控除されていたことが認められる。 

なお、事業主が請求者に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否か

については、事業主は、請求期間について、請求者の厚生年金保険被保険者賞与

支払届を社会保険事務所（当時）に対し提出したか否か、また、厚生年金保険料

を納付したか否かについては不明と回答しているところ、これを確認できる関連

資料及び周辺事情はないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が

請求どおりの厚生年金保険被保険者の賞与額に係る届出を社会保険事務所に対



して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情がないこ

とから、行ったとは認められない。 

 



 

厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 1500503 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（国）第 1600033 号 

 

第１ 結論 

   平成 18 年３月の請求期間及び平成 21 年３月から同年６月までの請求期間につ

いては、国民年金保険料を納付した期間に訂正することを認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 平成 18 年３月 

② 平成 21 年３月から同年６月まで 

    私は、請求期間①及び②の保険料について、Ａ信用金庫Ｂ支店、Ｃ社Ｄ店、

又はＥ社Ｆ店のいずれかで納付した。納付書が送付された分については、重複

して保険料を納付したこともあったぐらいであり、納付しないはずはないので、

きちんと調査した上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

   国民年金記号番号払出簿及びオンライン記録によると、請求者の国民年金手帳

記号番号（平成８年 12 月まで使用されていた国民年金に係る記号番号）は、平

成２年＊月頃に払い出され、この頃に請求者の加入手続が行われたものとみられ、

その後、請求者の現在の年金記録については、平成９年７月に当時加入していた

厚生年金保険の番号を用いて付番された基礎年金番号（平成９年１月から使用さ

れている制度共通の記号番号）で管理されている。請求期間①及び②に係る国民

年金の被保険者資格については、平成 16 年２月に厚生年金保険の被保険者資格

を喪失した平成 15 年 12 月まで遡って取得する事務処理が行われ、以後、請求者

は、継続して国民年金の被保険者であり、請求期間①及び②の保険料を納付する

ことが可能であった。 

   また、請求期間①は１か月及び請求期間②は４か月といずれも短期間である上、

請求期間①の前後及び請求期間②の直前は納付済（現年度又は過年度保険料とし

て納付）、請求期間②の直後は半額免除（残余の保険料は納付済）と記録されて

いるなど、請求者は、保険料の未納の解消に努めていた状況がうかがえる。 

   しかしながら、コンビニエンスストアにおける保険料の納付に関して、日本年

金機構Ｇ事務センターによると、保険料が収納された場合は、各店舗において保



   

険料受領時に「納付書・領収（納付受託）証書 領収（納付受託）控 領収（納

付受託）済通知書」（以下「納付書等」という。）に記載されたバーコード情報に

より読み込んだ収納データが、コンビニエンスストア各本部を経由して、社会保

険業務センター（当時）に速報データとして送信されるとともに、同本部におい

て当該データと各店舗から別途送付される領収済通知書を突合した結果、確定し

た収納データが社会保険業務センターに送信される。このため、コンビニエンス

ストア各本部に収納調査依頼を行う際は、保険料を納付した際に用いた納付書等

に記載された個別のバーコード情報が必要となるものの、請求期間①及び②に係

る納付書等に記載された個別のバーコード情報その他の関係資料は保存期間経

過のため保管しておらず、日本年金機構において調査を実施することが困難な状

況である旨回答している。 

   また、Ａ信用金庫における保険料の納付に関して、同信用金庫は、各支店にお

いて保険料を収納する際、納付者に入金伝票を記載してもらった上で、現金及び

納付書等を受領するとしているため、東海北陸厚生局年金審査課の職員６名が、

同信用金庫Ｈセンターに複数回臨場し、現在保管されている請求期間①及び②の

保険料を納付可能であった平成 17 年４月から平成 23 年７月までの期間に係る同

信用金庫Ｂ支店の入金伝票その他関係書類の全件調査を実施した。しかし、請求

者が請求期間①及び②の保険料を納付した入金伝票等は見当たらなかった。 

   さらに、Ａ信用金庫は、上述の収納に際して受け取った現金については、受領

当日に本部に送金するとともに、各支店における当日の入出金状況、入金伝票及

び納付書等を突合し、翌日に入金伝票及び納付書等を本部に送付し、その後、本

部においても同様の突合を行った上で、納付書等を社会保険事務局（当時）に送

付するとしている。しかし、日本年金機構Ｇ事務センターは、金融機関から送付

されてきた納付書等について、納付日が平成 18 年４月以後の保険料に係る書類

を保管しており、当該書類を調査したものの、請求者が請求期間①及び②の保険

料を納付した納付書等は確認できなかった旨回答している。 

   加えて、請求期間①及び②については、基礎年金番号が導入された平成９年１

月以降の保険料の納付に係る期間であり、年金記録における事務処理の機械化が

一層促進され、記録管理の強化が図られていた時期であることを踏まえると、当

該期間に係る年金記録の過誤は考え難いところ、請求者が当該期間の保険料を納

付していたことが確実と認められる関連資料はなく、請求者の主張とそれに対す

る行政側の行為の関連性が見て取れるような周辺事情も見当たらない。 

   これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、請求者が請求期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはでき

ない。 



 

厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 1600264 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（国）第 1600036 号 

 

第１ 結論 

   昭和 44 年＊月から昭和 51 年３月までの請求期間については、国民年金保険料

を納付した期間に訂正することを認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等   

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： 昭和 44 年＊月から昭和 51 年３月まで 

昭和 53 年＊月＊日に次女が生まれ、Ａ市役所（当時）にその出生届をした際、

同市職員から国民年金保険料を遡って納付することができることを教えてもら

った。帰宅して、父親と相談したところ、「未納分は全部納めなさい。」と言わ

れ、後日、市役所へ行き、請求期間が未納であることを確認するとともに、そ

の保険料額は１月 4,000 円で計 32 万円であること、納付場所は市役所ではなく

社会保険事務所（当時）であることを教示された。 

当時、私はＢ職をしており、１月分の収入（１日当たり 13,000 円で休日は日

曜のみ。）は 30 万円を超えたため、保険料 32 万円は昭和 53 年＊月分の収入で

まかなうこととし、同年＊月にＣ社会保険事務所で納付した。  

その時、対応してくれた女性職員から、32 万円と手書きされた納付書と思わ

れる紙を渡された。その紙と一緒に 32 万円を渡したところ、「これでちゃんと

納まったから、60 歳まで納めれば満額の年金が給付されます。」と言われたこ

とを記憶しているが、領収書はもらわなかったと思うし、仮にもらったとして

も現在まで保管していなかったと思う。 

これまで社会保険事務所に、何度か請求期間の保険料を納付したことを説明

したが、相手にしてもらえなかった。領収書、確定申告書等は残っていないが、

請求期間の保険料を納付したことは間違いないので、調査の上、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 判断の理由 

   請求者の国民年金加入手続は、請求者の国民年金手帳記号番号前後の任意加入

被保険者の資格取得状況及びＤ市が保管する請求者の検認記録台帳における保

険料納付状況から、昭和 51 年９月頃と推認される。請求者に別の国民年金手帳



   

記号番号が払い出された形跡は見当たらないことから、請求者の国民年金加入手

続はこの頃に初めて行われ、その手続の際、請求者が 20 歳に到達した昭和 44 年

＊月に遡って強制加入者として被保険者資格を取得する事務が行われたものと

推認される。 

請求者は、次女（昭和 53 年＊月＊日生まれ）の出生届を提出した際、市職員

から国民年金保険料を遡って納付することができることを教えてもらったとし

ているところ、当時は第３回特例納付実施期間（昭和 53 年７月から昭和 55 年６

月まで）であった上、Ｄ市は、当時、出生届と国民年金は同じ市民課で取り扱っ

ていたとしており、請求者は次女の出生届を行った際に、第３回特例納付により

請求期間の保険料を遡って納付できることについて市職員から説明を受けたと

考えても不自然ではない。 

   また、請求者は昭和 53 年＊月に請求期間の保険料を遡って一括納付したとして

いるところ、昭和 53 年＊月は上述のとおり第３回特例納付の実施期間であった

ほか、請求者は国民年金加入手続以降、強制加入被保険者として国民年金に加入

しており、第３回特例納付により、請求期間の保険料を遡って納付することが可

能であった。 

   さらに、オンライン記録によると、請求者は国民年金加入以降、60 歳に到達す

る前月まで保険料の未納はなく、保険料納付意識が高かったことがうかがわれる

上、請求期間の第３回特例納付保険料額は請求者の記憶する 32 万円と一致し、

社会保険事務所（当時）で特例納付保険料を納付することは可能であった。 

   加えて、請求者は、当時、Ｃ社会保険事務所はＥ市Ｆ町にあり、同事務所に面

する道路が狭かったため、請求期間の保険料を納付したときは、近隣のＥ市役所

に駐車し、徒歩で同事務所に行ったと陳述しているところ、Ｇ年金事務所は、ⅰ）

当時のＣ社会保険事務所の所在地は請求者の陳述のとおりであり、その後、昭和

＊年＊月に現在地に移転した、ⅱ）当時の前面道路は軽自動車が通れる程度の幅

員であった、ⅲ）当時のＥ市役所とは 40 メートル程度の距離であったとしてお

り、請求者の陳述と一致するほか、請求者は請求期間の保険料を納付した後、請

求者の妻の国民年金加入手続を行ったとしているところ、妻の国民年金加入手続

は、妻の国民年金手帳記号番号前後の任意加入被保険者の資格取得状況から昭和

54 年１月頃に行われたものと推察され、請求者の陳述と一致する。 

しかしながら、ⅰ）請求者に請求期間の保険料を特例納付するよう勧めたとす

る父親は既に死亡していること、ⅱ）請求者に請求期間の保険料を特例納付した

ことを証言できる者はいないかを確認しても、いないとしていること、ⅲ）当時、

特例納付保険料については、国民年金保険料調査決定決議書の内訳書に納付した

被保険者名等を記録することとされていたところ、Ｇ年金事務所は、請求者が請

求期間の特例納付保険料を納付したとする昭和 53 年＊月の国民年金保険料調査

決定決議書の内訳書は保管していないとしていることから、当時の状況を確認す

ることができない。 

   また、請求者は、請求期間の保険料をＣ社会保険事務所で納付した際、32 万円

と手書きされた納付書と思われる紙を渡され、その紙と一緒に 32 万円を渡した



   

が、領収書はもらわなかったし、仮にもらったとしても現在まで保管していなか

ったと思うとしている。しかし、当時、社会保険事務所で保険料を受領した場合、

事務所長が任免する収入官吏等が、原符、領収証書、領収済報告書が複写となっ

ている国民年金保険料現金領収証書を作成し、納入者に領収証書を交付すること

とされており、Ｇ年金事務所もそのような取り扱いを行っていたとしている。こ

のため、請求者が記憶するＣ社会保険事務所での請求期間の保険料納付手続は、

当時の取り扱いと相違するほか、請求者は 32 万円と手書きされた納付書と思わ

れる紙の形状（色、大きさ、つづりの有無等）について覚えていないとしており、

請求者が請求期間の保険料を特例納付したことを示す事情を見いだすことがで

きない。 

   さらに、年金記録のオンライン化に伴い、「社会保険業務の新しい事務処理方式

の実施に伴う国民年金被保険者記録の進達及び国民年金被保険者台帳の整理に

ついて」（昭和 58 年７月 27 日庁業発第 38 号）に基づき、オンラインへの切替時

に被保険者資格を有する者の国民年金被保険者台帳で特例納付記録があるもの

については、特殊台帳として磁気ファイル化（マイクロフイルム化）が行われた。

このため、請求者が請求期間の保険料を第３回特例納付保険料として納付したと

すると、特殊台帳が作成されたはずであるが、紙台帳検索システムに請求者の特

殊台帳は見当たらず、請求者に係るＤ市の検認記録台帳にも請求者が第３回特例

納付保険料を納付した記録はない。一方、オンラインへの切替時に被保険者資格

を有し、Ｄ市の検認記録台帳に第３回特例納付保険料を納付した記録がある者に

ついては紙台帳検索システムに特殊台帳が収録されていることから、請求者のオ

ンライン化前の国民年金被保険者台帳には、特例納付の記録はなかったものと推

察され、請求者が請求期間の保険料を特例納付したと推認することができない。 

   加えて、請求者が請求期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（確

定申告書、家計簿等）はなく、納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

 これら請求内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断する

と、請求者が請求期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはでき

ない。 



 

厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 1600046 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（厚）第 1600172 号 

 

第１ 結論 

   昭和 27 年 11 月 10 日から昭和 28 年１月６日までの期間について、訂正請求記

録の対象者のＡ事業所における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日及び喪失

年月日の訂正を認めることはできない。 

昭和 28 年７月 28 日から同年 12 月 21 日までの期間について、訂正請求記録の

対象者のＡ事業所における厚生年金保険被保険者資格の喪失年月日及びＢ社（現

在は、Ｃ社）における厚生年金保険被保険者資格の取得年月日の訂正を認めるこ

とはできない。 

   

第２ 請求の要旨等 

  １ 請求者の氏名等 

    氏 名（続柄） ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10 年生 

    住 所 ：  

 

  ２ 被保険者等の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

 

  ３ 請求内容の要旨 

    請 求 期 間 ： ① 昭和 27 年 11 月 10 日から昭和 28 年１月６日まで 

② 昭和 28 年７月 28 日から同年 12 月 21 日まで 

請求期間①について、厚生年金保険の被保険者記録がないが、Ｄ事業所にお

いてＥ業務をしていた。 

請求期間②について、厚生年金保険の被保険者記録がないが、Ａ事業所、又

はＢ社のどちらかで勤務していた。 

請求期間①及び②を年金額に反映するように記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求期間①について、請求者は、訂正請求記録の対象者がＦ市Ｇ区及びＦ市Ｈ

区のＤ事業所においてＥ業務をしていたとして訂正請求しているところ、年金事

務所の保管する厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）及び厚生年金保険被保険者

名簿によれば、訂正請求記録の対象者は、Ｄ事業所において勤務する被保険者と

して、Ａ事業所における厚生年金保険被保険者資格を昭和 27 年 11 月 10 日に喪

失し、昭和 28 年１月６日に再取得しており、当該期間は被保険者記録がなく、

当時の資料を保管するＩ事業所から提出された厚生年金被保険者名簿（以下「Ｊ



資料」という。）も同様に、昭和 27 年 11 月 10 日に資格喪失し、昭和 28 年１月

６日に資格取得となっていることが確認できる。 

また、Ｉ事業所は、Ｊ資料のほかに、請求期間①に係る訂正請求記録の対象者

の勤務及び事業主による給与からの保険料控除について確認できる資料の保管

はない旨回答している。 

さらに、請求期間①において、Ａ事業所に係る厚生年金保険被保険者記録のあ

る同僚に対して照会しても、訂正請求記録の対象者を記憶する者がいないことか

ら、当該期間における訂正請求記録の対象者の勤務について確認することができ

ない。 

請求期間②について、請求者は、訂正請求記録の対象者がＡ事業所又はＢ社の

どちらかで勤務していたとして訂正請求している。 

しかしながら、年金事務所の保管する厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）及

び厚生年金保険被保険者名簿によれば、訂正請求記録の対象者は、Ａ事業所にお

ける厚生年金保険被保険者資格を昭和 28 年７月 28 日に喪失し、Ｂ社において昭

和 28 年 12 月 21 日に再取得しており、請求期間②に被保険者記録がないところ、

Ｉ事業所から提出されたＪ資料に記載されている資格喪失日も昭和 28 年７月 28

日となっている上、Ｃ社から提出されたＫ健康保険組合の被保険者台帳に記載さ

れている資格取得日も昭和 28 年 12 月 21 日となっていることが確認できる。 

また、Ｉ事業所は、Ｊ資料のほかに、請求期間②に係る訂正請求記録の対象者

の勤務及び事業主による給与からの保険料控除について確認できる資料の保管

はない旨回答している。 

さらに、Ｃ社は、上述のＫ健康保険組合の被保険者台帳のほかに、請求期間②

に係る訂正請求記録の対象者の勤務及び事業主による給与からの保険料控除に

ついて確認できる資料の保管はない旨回答している。 

加えて、Ａ事業所に係る厚生年金保険被保険者記録のある同僚及びＢ社に被保

険者記録のある同僚に対して照会しても、訂正請求記録の対象者が請求期間②に

勤務していたことを記憶する者がいないことから、当該期間における訂正請求記

録の対象者の勤務について確認することができない。 

このほか、訂正請求記録の対象者の請求期間①及び②における勤務実態及び厚

生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情はない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、訂正

請求記録の対象者が厚生年金保険の被保険者として請求期間①及び②に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはでき

ない。 



 
厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 1600334 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（厚）第 1600181 号 

 

第１ 結論 

   請求期間について、請求者のＡ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険の標

準賞与額の訂正を認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 男 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 48 年生 

   住    所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 平成 18 年４月 

   Ａ社に係る平成 18 年４月の賞与の記録がないので、年金額に反映されるよ

う記録を訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

Ｂ社は、法定保存期限を経過した書類を全て廃棄し、請求者の請求期間におけ

る賞与については不明と回答しているところ、同社の担当者は、Ａ社の賞与支給

時期は、給与規定により７月及び 12 月と定められており、４月の支給はなかっ

た旨回答している。 

また、Ｃ健康保険組合は、請求者の請求期間における賞与に係る届出はされて

おらず、賞与の支給自体がなかったと思われる旨回答している。 

さらに、請求者は、過去に決算賞与として４月に賞与が支給されたことがあっ

た旨陳述しているものの、請求期間の賞与明細書等は保管しておらず、請求期間

における賞与額及び厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

このほか、請求者の請求期間における厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情はない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求

者が厚生年金保険被保険者として請求期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

 

厚生局受付番号 ： 東海北陸（受）第 1600300 号 

厚生局事案番号 ： 東海北陸（厚）第 1600183 号 

 

第１ 結論 

請求期間について、請求者のＡ社における厚生年金保険の標準賞与額の訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 請求の要旨等 

１ 請求者の氏名等 

   氏    名 ： 男 

   基礎年金番号 ：  

   生 年 月 日 ： 昭和 31 年生 

   住    所 ：  

 

２ 請求内容の要旨 

   請 求 期 間 ： 平成 17 年 12 月 

   請求期間について、Ａ社から賞与が支払われたが、賞与の記録がないので、

年金額に反映される記録として訂正してほしい。 

 

第３ 判断の理由 

請求期間について、Ａ社の関連会社であるＢ社の事業主は、請求者に賞与の支

払をしていない旨回答をしているところ、Ｂ社から提出された請求者に係る賃金

台帳及び源泉徴収簿並びに請求者から提出された預金通帳により、請求者は、当

該期間に賞与の支払を受けておらず、賞与に係る厚生年金保険料を控除されてい

ないことが確認できる。 

また、上述の賃金台帳によると、平成 17 年 12 月支払の給与において、厚生年

金保険料の控除額が記載されているものの、当該保険料は、請求者の平成 17 年

12 月の標準報酬月額に見合う厚生年金保険料であることが確認できる。 

このほか、請求者の請求期間における賞与に係る厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情はない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、請求

者が厚生年金保険被保険者として請求期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り賞与から控除されていたことを認めることはできない。 


